
 舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  所  有  地  の  売  払  い  に  係  る 

 買  受  け  申  込  み  実  施  要  領 

 令  和  ７  年  ６  ⽉    

    舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社    

 舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  所  有  地  の  売  払  い  に  つ  い  て、  こ  の  要  領  に  よ  り  予  定  価  格  に  て  先  着  順  に  よ 

 る  買  受  け  の  申  込  み  を  受  け  付  け  ま  す。 

 １     売  払  い  物  件 

 所  在  地  地  ⽬  地  積  （公  簿）  ⽤  途  地  域 

 舞  鶴  市  字  福  来  ⼩  字  ⾼  ノ  界 

 1097  番 
 宅  地  １  ８  ８  ．  ４  ７  ㎡ 

 第  １  種  中  ⾼  層  住  居  専  ⽤  地  域 

 （建  ぺ  い  率  ６  ０  ％、  容  積  率  ２ 

 ０  ０  ％） 

 ２     買  受  け  申  込  み  の  条  件 

 （１）  地  ⽅  ⾃  治  法  施  ⾏  令  第  167  条  の  4  に  該  当  し  な  い  こ  と。 

 （２）  地  ⽅  ⾃  治  法  第  238  条  の  3  に  定  め  ら  れ  た  公  有  財  産  に  関  す  る  事  務  に  従  事  し  て  い  な  い  こ  と。 

 （３）  会  社  更  ⽣  法  （平  成  14  年  法  律  第  154  号）  に  基  づ  く  更  ⽣  ⼿  続  開  始  の  申  ⽴  て  ⼜  は、  ⺠  事  再 

 ⽣  法  （平  成  11  年  法  律  第  225  号）  に  基  づ  く  再  ⽣  ⼿  続  開  始  の  申  ⽴  て  が  さ  れ  て  い  な  い  こ 

 と。 

 （４）  舞  鶴  市  暴  ⼒  団  排  除  条  例  （平  成  24  年  条  例  第  23  号）  第  ２  条  第  ３  号  に  規  定  す  る  暴  ⼒  団  員  等 

 ⼜  は  同  条  第  ４  号  に  規  定  す  る  暴  ⼒  団  密  接  関  係  者  で  な  い  こ  と。 

 （５）  市  ⺠  税  （法  ⼈  に  あっ  て  は  法  ⼈  市  ⺠  税）  を  滞  納  し  て  い  な  い  こ  と。 

 ３     ⽤  途  制  限 

 （１）  売  払  い  物  件  に  つ  い  て  は、  契  約  書  に  お  い  て  以  下  の  制  限  を  付  す  こ  と  と  す  る。 

 ア     ⼾  建  て  住  宅  ⽤  地  以  外  の  ⽤  に  供  し  て  は  な  ら  な  い  こ  と。 

 イ     舞  鶴  市  暴  ⼒  団  排  除  条  例  （平  成  24  年  条  例  第  23  号）  第  ２  条  第  ３  号  に  規  定  す  る  暴  ⼒  団  員 

 等  若  し  く  は  法  律  の  規  定  に  基  づ  き  公  の  秩  序  等  を  害  す  る  恐  れ  の  あ  る  団  体  等  で  あ  る  こ  と  が 

 指  定  さ  れ  て  い  る  ⽅  の  事  務  所  ⼜  は  そ  の  他  こ  れ  に  類  す  る  も  の  の  ⽤  に  供  し  て  は  な  ら  な  い  こ 

 と。 

 ウ     ⾵  俗  営  業  等  の  規  制  及  び  業  務  の  適  正  化  等  に  関  す  る  法  律  （昭  和  23  年  法  律  第  122  号）  第 

 ２  条  第  １  項  に  規  定  す  る  ⾵  俗  営  業、  同  条  第  ５  項  に  規  定  す  る  性  ⾵  俗  関  連  特  殊  営  業、  同  条 

 第  １  １  項  に  規  定  す  る  特  定  遊  興  飲  ⾷  店  営  業、  同  条  第  １  ３  項  に  規  定  す  る  接  客  業  務  受  託  営 

 業  そ  の  他  こ  れ  ら  に  類  す  る  業  の  ⽤  に  供  し  て  は  な  ら  な  い  こ  と。 

 エ     破  壊  活  動  防  ⽌  法  （昭  和  27  年  法  律  第  240  号）  に  基  づ  く  破  壊  的  団  体  等  が  そ  の  活  動  の  た 

 め  に  利  ⽤  す  る  等  公  序  良  俗  に  反  す  る  ⽤  途  に  供  し  て  は  な  ら  な  い  こ  と。 

 オ     廃  棄  物  の  処  理  及  び  清  掃  に  関  す  る  法  律  （昭  和  45  年  法  律  第  137  号）  に  係  る  産  業  廃  棄  物 

 処  理  業  及  び  ⼀  般  廃  棄  物  処  理  業  の  事  業  に  供  し  て  は  な  ら  な  い  こ  と。 

 カ     騒  ⾳、  振  動、  臭  気  そ  の  他  周  辺  環  境  に  ⽀  障  を  及  ぼ  す  ⽤  途  に  供  し  て  は  な  ら  な  い  こ  と。 

 キ     第  三  者  に  対  し  て  売  払  い  物  件  の  売  買、  贈  与、  交  換、  出  資  等  に  よ  る  所  有  権  の  移  転  を  す 

 る  と  き  は、  上  記  ⽤  途  の  制  限  に  定  め  る  義  務  を  書  ⾯  に  よっ  て  承  継  さ  せ  な  け  れ  ば  な  ら  ず、 

 当  該  第  三  者  に  対  し  て  上  記  ⽤  途  の  制  限  に  定  め  る  義  務  に  違  反  す  る  使  ⽤  を  さ  せ  て  は  な  ら  な 

 い  こ  と。 

 ク     第  三  者  に  対  し  て  売  払  い  物  件  に  地  上  権、  質  権、  使  ⽤  貸  借  に  よ  る  権  利  ⼜  は  賃  借  権  そ  の 

 他  の  使  ⽤  及  び  収  益  を  ⽬  的  と  す  る  権  利  を  設  定  す  る  と  き  は、  当  該  第  三  者  に  対  し  て  上  記  ⽤ 

 途  の  制  限  に  定  め  る  義  務  に  違  反  す  る  使  ⽤  を  さ  せ  て  は  な  ら  な  い  こ  と。 

 ４     違  約  ⾦ 
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 （１）  買  受  け  申  込  み  者  は、  契  約  に  定  め  る  義  務  を  履  ⾏  せ  ず、  契  約  を  解  除  さ  れ  た  場  合  は、  違  約 

 ⾦  と  し  て、  売  買  代  ⾦  の  100  分  の  １  0  に  相  当  す  る  ⾦  額  を、  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  が  指  定  す 

 る  期  限  ま  で  に  ⽀  払  わ  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 （２）  買  受  け  申  込  み  者  は、  舞  鶴  市  暴  ⼒  団  排  除  条  例  に  規  定  す  る  暴  ⼒  団  員  等  ⼜  は  同  条  第  ４  号  に 

 規  定  す  る  暴  ⼒  団  密  接  関  係  者  で  あ  る  こ  と  が  判  明  し、  契  約  を  解  除  さ  れ  た  場  合  は、  違  約  ⾦ 

 と  し  て、  売  買  代  ⾦  の  100  分  の  30  に  相  当  す  る  ⾦  額  を、  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  が  指  定  す  る 

 期  限  ま  で  に  ⽀  払  わ  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 ５     買  受  け  申  込  み 

 買  受  け  申  込  み  を  希  望  す  る  者  は、  申  込  み  必  要  書  類  （必  要  に  応  じ  様  式  は  ダ  ウ  ン  ロー  ド）  を、 

 舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  に  郵  送  に  て  提  出  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 （１）     買  受  け  申  込  み  期  間     令  和  ７  年  ６  ⽉  １  ０  ⽇  （⽕）  か  ら  １  ０  ⽉  ３  １  ⽇  （⾦）  ま  で 

 （２）     買  受  け  申  込  み  ⽅  法     郵  送  （受  付  期  間  内  に  必  着  さ  せ  る  と  と  も  に、  ⼀  般  書  留  郵  便、  簡 

 易  書  留  郵  便  ⼜  は  特  定  記  録  郵  便  の  い  ず  れ  か  の  配  達  記  録  が  残  る  ⽅  法 

 を  利  ⽤  す  る  も  の  に  限  る）  に  よ  る  申  込  み 

 （３）     申  込  み  提  出  書  類 

 ア     売  払  申  請  書  （共  同  買  受  け  の  場  合  は  共  同  持  分  内  訳  書  を  添  付） 

 イ     個  ⼈  の  場  合  は、  ⾝  分  証  明  書  （免  許  証  ま  た  は  健  康  保  険  証）  の  写  し 

       法  ⼈  の  場  合  は、  登  記  事  項  証  明  書  （履  歴  事  項  全  部  証  明  書）  の  写  し 

 ウ     市  ⺠  税  （法  ⼈  に  あっ  て  は  法  ⼈  市  ⺠  税）  の  納  税  証  明  書  （写  し  可） 

 ※  証  明  書  は、  所  在  地  の  市  区  町  村  の  窓  ⼝  で  発  ⾏  後  ３  か  ⽉  以  内  に  発  ⾏  さ  れ  た  も  の  を       

 提  出  す  る  こ  と。 

 （  4  ）  提  出  先 

 〒  625-8555     京  都  府  舞  鶴  市  字  北  吸  1044  番  地  （資  産  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  推  進  課  内） 

                            舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社 

 （  5  ）  そ  の  他 

    ア     買  受  け  申  込  み  に  要  す  る  費  ⽤  は、  申  込  者  の  負  担  と  す  る。 

    イ     ⼀  旦  受  領  し  た  書  類  は  返  却  し  な  い。 

 ６     予  定  価  格 

 各  物  件  の  予  定  価  格  に  つ  い  て  は、  下  記  の  問  い  合  わ  せ  先  に  照  会  し  て  確  認  す  る  も  の  と  す  る。 

 【問  い  合  わ  せ  先】 

 舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社     舞  鶴  市  字  北  吸  1044  番  地  （資  産  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  推  進  課  内） 

    ☎  0773-66-2011 

 ７     売  却  物  件  の  現  地  説  明 

    現  地  説  明  は  実  施  せ  ず、  確  認  及  び  関  係  機  関  へ  の  照  会  は  各  ⾃  で  ⾏  う  も  の  と  す  る。 

 ８     売  払  相  ⼿  ⽅  の  決  定  ⽅  法 

    各  売  払  物  件  に  お  い  て  先  着  １  名  に  限  り  申  し  込  み  を  受  け  付  け  る。 

    た  だ  し、  同  ⼀  消  印  ⽇  （翌  ⽇  到  着  分  ま  で  に  限  る）  に、  同  ⼀  物  件  に  対  し  て  複  数  の  者  か  ら  申 

 し  込  み  が  あっ  た  場  合  は、  複  数  申  込  者  全  員  に  つ  い  て、  抽  選  （翌々  ⽇  以  降  に  指  定  す  る  ⽇  に  申 

 込  者  （代  理  ⼈  可。  委  任  状  持  参  の  こ  と。）  で  ⾏  う。）  に  よ  り  売  払  相  ⼿  ⽅  を  決  定  す  る。 

 ９     契  約  の  締  結 

 （１）     買  受  け  申  込  み  者  は、  申  込  み  受  付  ⽇  か  ら  21  ⽇  以  内  に  契  約  を  締  結  し  な  け  れ  ば  な  ら  な 

 い。 

 （２）     売  買  代  ⾦  の  ⽀  払  い  ⽅  法  は、  ア  ⼜  は  イ  の  み  と  す  る。 

    ア     売  買  契  約  締  結  と  同  時  に、  売  買  代  ⾦  を  納  ⼊ 
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    イ     売  買  契  約  締  結  と  同  時  に、  契  約  保  証  ⾦  を  納  付  し、  契  約  締  結  ⽇  か  ら  ５  ０  ⽇  以  内  に  売  買 

 代  ⾦  を  納  ⼊ 

 （３）     契  約  保  証  ⾦  と  し  て  契  約  ⾦  額  の  100  分  の  10  （万  円  未  満  切  捨  て）  に  相  当  す  る  額  を  本  契 

 約  の  締  結  と  同  時  に  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  へ  納  付  し  な  け  れ  ば  な  ら  な  い。 

 （４）     契  約  保  証  ⾦  は、  売  買  代  ⾦  の  ⼀  部  に  充  当  す  る。 

 （５）  買  受  け  申  込  み  者  の  責  に  よ  る  契  約  不  履  ⾏  を  理  由  に  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  が  契  約  を  解  除 

 し  た  場  合  は、  契  約  保  証  ⾦  は  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  に  帰  属  す  る。 

 （６）     舞  鶴  市  暴  ⼒  団  排  除  条  例  （平  成  24  年  条  例  第  23  号）  第  ２  条  第  ３  号  に  規  定  す  る  暴  ⼒  団  員 

 等  ⼜  は  同  条  第  ４  号  に  規  定  す  る  暴  ⼒  団  密  接  関  係  者  で  あっ  た  こ  と  に  よ  り  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発 

 公  社  が  契  約  を  解  除  し  た  場  合  は、  契  約  保  証  ⾦  は  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  に  帰  属  す  る。 

 （７）     契  約  保  証  ⾦  に  は  利  ⼦  を  付  さ  な  い。 

 １  ０     所  有  権  の  移  転  等 

 （１）     売  払  い  物  件  の  所  有  権  は、  売  買  代  ⾦  （売  買  代  ⾦  の  納  ⼊  が  遅  延  し  た  と  き  は、  延  滞  ⾦  を 

 含  む。）  の  ⽀  払  い  を  完  了  し  た  時  点  に  お  い  て  移  転  す  る  も  の  と  し、  現  状  の  ま  ま  引  き  渡 

 す。 

 （２）     所  有  権  移  転  登  記  は、  前  項  の  引  渡  後、  速  や  か  に  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  が  嘱  託  に  よ  り  ⾏ 

 う。  な  お、  売  買  契  約  書  に  貼  付  す  る  収  ⼊  印  紙  及  び  所  有  権  移  転  登  記  に  必  要  な  登  録  免  許  税 

 等、  本  契  約  の  締  結  及  び  履  ⾏  に  関  し  て  必  要  な  費  ⽤  は  買  受  け  申  込  み  者  の  負  担  と  す  る。 

 １  １     損  害  賠  償 

 契  約  不  履  ⾏  を  理  由  に  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  が  契  約  を  解  除  し  た  場  合  に  お  い  て、  こ  れ  に  よ  り 

 発  ⽣  し  た  損  害  額  が  契  約  保  証  ⾦  の  額  を  超  え  る  と  き  は、  契  約  保  証  ⾦  の  帰  属  に  か  か  わ  ら  ず、 

 さ  ら  に  そ  の  超  え  る  額  相  当  分  の  請  求  を  す  る  こ  と  が  あ  る。 

 １  ２     容  認  事  項 

 買  受  け  申  込  み  者  は、  次  の  事  項  を  確  認  し、  承  諾  の  う  え  売  払  い  物  件  を  買  い  受  け  る  も  の  と 

 す  る。 

 （１）  売  払  い  物  件  の  引  渡  し  後、  売  払  い  物  件  に  お  い  て  ⼟  壌  汚  染  対  策  法  等  に  定  め  る  基  準  値  を  超 

 え  る  ⼟  壌  汚  染  が  発  ⾒  さ  れ  た  場  合、  あ  る  い  は  基  準  の  変  更  も  し  く  は  ⾃  治  体  等  に  よ  る  新  た  な 

 基  準  等  が  設  置  さ  れ  た  こ  と  に  よ  り、  そ  の  基  準  を  超  え  る  ⼟  壌  汚  染  が  発  ⾒  さ  れ  た  場  合、  当  該 

 事  実  に  基  づ  き、  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  に  対  し  て、  履  ⾏  の  追  完  の  請  求、  売  買  代  ⾦  の  減  額  請 

 求、  損  害  賠  償  の  請  求  及  び  契  約  の  解  除  等  の  ⼀  切  の  請  求  が  で  き  な  い  も  の  と  す  る。 

 （２）  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  は  買  受  け  申  込  み  者  に  対  し、  売  払  い  物  件  の  引  渡  し  後、  売  払  い  物  件 

 よ  り  コ  ン  ク  リー  ト  ⽚、  ⾦  属  ⽚、  ⽊  ⽚、  杭、  擁  壁、  埋  設  管  等  の  地  中  残  存  物  の  存  在  が  発  ⾒ 

 さ  れ  た  と  し  て  も、  ⼀  切  の  担  保  責  任  を  負  わ  な  い。  ま  た、  買  受  け  申  込  み  者  は  売  払  い  物  件  か 

 ら  地  中  残  存  物  等  が  発  ⾒  さ  れ  た  こ  と  を  理  由  と  し  て  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  に  対  し  て  履  ⾏  の  追 

 完  の  請  求、  売  買  代  ⾦  の  減  額  請  求、  損  害  賠  償  の  請  求  及  び  契  約  の  解  除  を  す  る  こ  と  が  で  き  な 

 い。  た  だ  し、  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  が  知  り  な  が  ら  告  げ  な  かっ  た  事  実  は  こ  の  限  り  で  な  い。 

 １  ３     契  約  不  適  合  責  任 

 （１）  売  払  い  物  件  の  引  き  渡  し  後  に  お  い  て、  売  払  い  物  件  に  種  類、  品  質、  数  量  に  関  し  て  こ  の  契 
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 約  の  内  容  に  適  合  し  な  い  状  態  が  あ  る  こ  と  を  発  ⾒  し  て  も、  履  ⾏  の  追  完  の  請  求、  売  買  代  ⾦  の 

 減  額  請  求、  損  害  賠  償  の  請  求  及  び  契  約  の  解  除  を  す  る  こ  と  が  で  き  な  い。 

 （２）  前  項  の  規  定  は、  買  受  け  申  込  み  者  が  消  費  者  契  約  法  （平  成  １  ２  年  法  律  第  ６  １  号）  第  ２  条 

 第  １  項  に  定  め  る  消  費  者  に  該  当  す  る  場  合、  「売  払  い  物  件  引  渡  し  後  ２  年  以  内  に  契  約  内  容  の 

 不  適  合  を  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  に  通  知  し  な  け  れ  ば、  買  受  け  申  込  み  者  は、  売  払  い  物  件  に  種 

 類、  品  質、  数  量  に  関  し  て  こ  の  契  約  の  内  容  に  適  合  し  な  い  状  態  が  あ  る  こ  と  を  発  ⾒  し  て  も、 

 履  ⾏  の  追  完  の  請  求、  売  買  代  ⾦  の  減  額  請  求、  損  害  賠  償  の  請  求  及  び  契  約  の  解  除  を  す  る  こ  と 

 が  で  き  な  い。  た  だ  し、  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社  の  責  に  帰  す  こ  と  の  で  き  な  い  事  由  に  よ  り、  引 

 き  渡  し  た  ⽇  以  降  に  発  ⽣、  及  び  前  条  各  号  の  容  認  事  項  か  ら  ⽣  じ  た  本  物  件  の  滅  失、  毀  損、  損 

 傷、  品  質  の  低  下  に  つ  い  て  は、  引  き  渡  し  た  ⽇  か  ら  ２  年  間  と  い  え  ど  も、  舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公 

 社  は  ⼀  切  責  任  を  負  わ  な  い。」  と  読  み  替  え  る。 

 １  ４     公  租  公  課  等 

       売  払  い  物  件  に  係  る  売  買  代  ⾦  完  納  後  の  公  租  公  課  等  は、  買  受  け  申  込  み  者  の  負  担  と  す  る。 

 １  ５     そ  の  他 

 （１）     買  受  け  申  込  み  者  が  不  正  ⼜  は  不  誠  実  な  ⾏  為  を  す  る  お  そ  れ  が  あ  り、  売  払  い  を  公  正  に  執 

 ⾏  す  る  こ  と  が  で  き  な  い  と  認  め  ら  れ  る  と  き  は、  当  該  買  受  け  申  込  み  者  を  売  払  い  に  参  加  さ 

 せ  ず、  ⼜  は  売  払  い  の  執  ⾏  を  延  期  し、  ⼜  は  中  ⽌  す  る  こ  と  が  あ  る。 

 （２）     契  約  に  関  し  て  必  要  な  事  項  は、  こ  の  要  領  に  定  め  る  も  の  の  他、  舞  鶴  市  契  約  規  則‧  舞  鶴 

 市  会  計  規  則  に  定  め  る  規  則‧  要  領  の  例  に  よ  る。 

 １  ６     問  い  合  わ  せ  先 

          舞  鶴  市  ⼟  地  開  発  公  社        電        話  0773-66-2011 

                                           ファ  ク  ス     0773-62-5099 
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